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令和６年１月 22日 

 

 

各町会・自治会長 様 

 

 

港区防災危機管理室 

 危機管理・生活安全担当課長 原谷 英樹 

 

 

「落語と講話から学ぶ特殊詐欺被害防止講習会」チラシの配布について 

 

 

日頃から港区政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

区では、区内の特殊詐欺の被害を防止するため、「落語と講話から学ぶ特殊

詐欺被害防止講習会」を実施します。 

つきましては、参加者募集のためのチラシを送付させていただきますので、ご

多用のところたいへん恐縮ではございますが、町会・自治会の方々へお配りくだ

さいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

部数の不足や、ご不明点等ございましたら、下記問合せ先までご連絡ください。 

 

 

 

【問合せ】 

港区防災危機管理室 

防災課生活安全推進担当 上田 

TEL 03-3578-2271 

 



特殊詐欺は依然として発生しており、令和５年は被害額が前年よりも増加しています。

被害に遭わないためには実際の手口や防犯対策を学ぶことが重要です。

落語と講話で

特殊詐欺の手口や防犯対策をお話します！

講座の内容に関する
問合せ

港区 防災課 生活安全推進担当 ０３-３５７８-２２７１

日時 令和６年２月27日（火）15～16時

場所
赤坂区民センター 区民ホール
港区赤坂四丁目18番13号
赤坂コミュニティーぷらざ内 ３階

対象 区内在住・在勤・在学の方

人数 300人（申込順）

電話で、２月1日（木）午後３時～2月23日（金）に、
氏名・住所・電話番号・年齢をみなとコール（受付
時間：午前9時（初日は午後３時）～午後5時）へ。

☎03-5472-3710
申込み

右記の
事項に
同意の上、
お申込み
ください。

1.当日はアルコール消毒にご協力をお願いいたします。また、息苦しさ（呼吸困難）、だるさ（倦怠
感）、発熱（目安37.5度以上）、咳等の風邪症状がある場合は、参加をご遠慮ください。

2.当日に内容の変更や時間の短縮等をさせていただく場合がございます。

3.事業の参加中の映像、写真、記事、記録について、地域情報誌や区ホームページ等に掲載する場
合がありますので予めご了承ください。

4.感染症の拡大や台風等の自然災害により、中止する場合があります 。

講習会の内容

落語 特殊詐欺の手口を落語でお伝え

講話 実際に起きた特殊詐欺や被害防止対策について分かりやすく講話

質問
お知らせ

講習会を終えての質問回答や、区が無料貸出している自動通話録音機のご紹介

落語と講話で学ぶ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区民交通傷害保険【港区で加入受付を行っている保険】 

 区民交通傷害保険は少額の保険料で加入でき、交通事故でケガをしたときに、入院や通院

治療日数・期間に応じて、保険料が支払われる保険制度です。自転車を運転中に相手にケ

ガをさせてしまった場合が対象となる「自転車賠償責任プラン」も用意されています。 

※自転車賠償責任プランのみに加入することはできません。 

※港区内在住・在勤・在学者が加入できます。 

すでに加入している保険や共済に付帯されている場合もあります。 

裏面のチェックシートで 

自転車損害賠償保険等への加入状況をチェックしてみましょう！ 

東京都の条例※では、自転車利用中の事故により、 

他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる 

保険等への加入が義務となっています。 

自分自身と被害者を守るため、万が一事故を起こしてしまったときに備えて 

自転車保険に加入しましょう。 

※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 

自転車の損害賠償保険 

に加入していますか？ 

 

裏面へ！！ 

 
区民交通傷害保険はＷＥＢで加入できます！ 

窓口へ行かなくても、曜日や時間を 

気にせずにお手続きができます。 港区 区民交通傷害保険 



 

 

 

 

 

不明 

ｖ 

自転車賠償責任保険等への加入状況をチェック！ 

 

ＴＳマーク付帯保険 

（点検整備された自転車の車体に付帯された保険） 

補償条件が限られています。点検日から 1年以内の 

ＴＳマークが自転車に貼られているか確認してください。 

 

●自転車運転中の事故で他人の生命又は身体の重度の損害を補償する制度 

 

個人賠償責任保険に加入または 
ＴＳマーク（点検日から 1年以内）が貼られていますか？ 

 

➀～➇のいずれかの保険に加入していますか？ 
（保険証券等で確認してください） 

 

加入している➀～➇の保険に 
個人賠償責任保険が付帯されていますか？ 

 

ご契約の保険会社・共済 

にご確認ください。 

※相当する補償がない場合は 

加入が必要です。 

 

自転車賠償責任保険等 
への加入が必要です。 

 

は
い 

は
い 

い
い
え 

い
い
え 

い
い
え 

不
明 

不
明 

 

は 

い 

すでに 
自転車損害賠償保険等に 

加入しています。 

 

確認いただく保険・共済契約 確認いただきたいこと 

➀「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品 
  
➀～➇の保険・共済に加入しているか、

加入している場合、これらの保険・共済に
「個人賠償責任保険」が契約（付帯）され
ているか確認してください。 
【個人賠償責任保険】 
個人又は同居の家族が、日常生活で誤っ

て他人にケガをさせたり他人の物を壊した
りして、法律上の損害賠償責任を負担した
場合の損害を補償する保険です。 
※日常賠償責任保険、賠償責任共済といっ
た名称も同様な保険です。 

※十分な賠償資力が確保されているか、契
約している保険等の保険金額も確認して
おきましょう。 

 

➁ 自動車保険（特約） 

➂ 火災保険（特約） 

➃ 傷害保険（特約） 

➄ クレジットカードなどの付帯保険 

 
 
団 
体 
保 
険 

➅ 会社等の団体保険 

➆ ＰＴＡの保険など学校・大学で加入募集を受ける保険 

➇ 交通安全協会の自転車会員として加入している保険 

（自転車事故による損害賠償のみを補償） 

 

●自転車運転中の賠償責任を補償する保険 
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